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水上村スポーツサイエンス施設指定管理者募集要項 

 

１ 指定管理者募集の目的 

（１）目的 

水上村スポーツサイエンス施設（以下「スポーツサイエンス施設」という。）の管

理運営を効率的かつ効果的に行うため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条

の2第3項及び水上村スポーツサイエンス施設条例（令和８年３月23日条例第８号。以

下「条例」という。）第16条の規定に基づく、指定管理者（管理運営を実施する法人

等）を次のとおり募集する。 

 

２ 対象施設の概要 

（１） 施設の名称及び所在地 

名  称 位  置 

水上村スポーツサイエンス施設 熊本県球磨郡水上村大字湯山412番地 

（２）施設の設置目的 

この施設は、水上村の『人と自然が輝く未来へ』の実現に向け、交流人口の増加に

よる地域振興、地方創生の推進を図るとともに、住民の体力向上、地域のコミュニテ

ィ形成に資することを目的する。 

（３）施設の概要 

 建物概要 

延べ床面積 4,386.77㎡ ２階建て 

【事務所・受付】 各 1室 

【宿泊部屋】 21室 約 150人収容 

【食堂】 1室 

【浴場・脱衣所】 2室（男女 各 1室） 

【ランドリールーム】 1室（洗濯機・乾燥機 各 8台） 

【リネン室】 1室 

【会議室】 6室 

【トイレ】 8ヵ所（男女 各 4ヵ所） 

【倉庫】  3室 

【スポーツサイエンスルーム】 1室 

【リカバリールーム】 1室 

【付帯施設】駐車場 

※施設の詳細について、別紙 「水上村スポーツサイエンス施設管理運営業務仕様書」（以

下「仕様書」という。）を参照のこと。 

３ 指定管理者が行う業務等 

（１）業務内容 

ア スポーツサイエンス施設の管理及び運営業務 

イ スポーツサイエンス施設の使用の許可に関する業務 
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ウ スポーツサイエンス施設の使用に係る料金に関する業務 

エ スポーツサイエンス施設の施設及び設備の維持管理に関する業務（ただし、大規模

な修理を除く。） 

オ その他村長が指示した業務 

（２）留意事項 

ア 具体的な業務内容については、別紙「仕様書」を参照のこと。 

イ 業務執行にあたっては、地方自治法、条例及びその他関係法令等を遵守すること。 

ウ 施設の管理業務を包括的に第三者に委託し、請け負わせることはできない。ただし、

業務の一部については、村長の承諾を得て委託し、請け負わせることができる。 

 

４ 指定管理期間 

令和８年（2026 年）７月１日から令和から令和 13 年（2031 年）３月３１日まで（４

年９ヵ月間）。ただし、管理を継続することが適当でないと認めるときは、指定を取り消

すことがある。 

 

５ 管理の基準 

（１）スポーツサイエンス施設の利用期間 

営業期間は通年とする。ただし、村長の承諾を得て休業日を設けることができる。 

（２） スポーツサイエンス施設の利用時間 

室  名 利用時間 

スポーツサイエンスルーム 午前８時から午後５時まで 

リカバリールーム 午前８時から午後５時まで 

宿泊施設（食堂・風呂含む） 午前８時から翌日午前１０時まで 

※必要があると認めるときは、変更することができる。 

 

６ 管理に要する経費 

（１）スポーツサイエンス施設の指定管理料  

ア 指定管理料の上限額、支払時期、支払方法等は、村と指定管理者で締結する協定書 

で定めるものとする。  

イ 指定管理料の上限額は年間 15,000,000円（以下「基準価格」 という。）とする。 た

だし、初年度については、管理期間を考慮し、上限額を 12,500,000円とする。指定管

理料（概算） 72,500,000円（４年９ヵ月間分） 

ウ 申請にあたっては、基準価格に留意し事業計画（別記第３号様式）及び収支計画書

（別記第４号様式）を作成すること。 

エ 協定締結後の指定管理料については、前年度までの実績により見直しを行い、予算

の範囲内で村と指定管理者と協議のうえ決定するものとする。 

（２）管理運営経費 

管理運営経費は、施設の管理運営を行うにあたり必要な費用で次に掲げるものとす

る。ただし、自主事業に必要な経費は含めないこと。 

ア 利用料等収入に係る原価 
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イ 人件費 

ウ 光熱水費 

エ 施設及び設備等の維持管理に係る費用 

オ その他施設の運営業務に必要となる費用 

（３）利用料金に関する事項 

スポーツサイエンス施設の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）は、次のと

おりとする。 

ア 利用料金は、指定管理者の収入とし、条例で定める額の範囲内で、村長の承認を受け

て、指定管理者が定めることができる。（別紙条例参照） 

イ 利用料金の減免 

条例第 10条により利用料を減免することができる。 

ウ 利用料金の還付 

既に納付された利用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するとき

は、その全部又は一部を還付することができる。 

① 利用者の責によらない理由により、利用することができなくなったとき。 

② その他村長において還付する必要があると認めたとき。 

（４）指定管理料の精算 

ア 指定管理者は、各年度の自主事業を除く全体収支に利益が生じた場合、１００万円

を超えた利益額の３割相当額を村に還元することとする。 

イ 還元の方法は、原則として現金納付とするが、指定管理者が別途提案する場合には、 

村と協議により決定する。 

ウ 利用料収入の減少など、指定管理者の運営に起因する指定管理料の不足額が生じた

場合、原則として指定管理料の補填はしないものとする。 

（５）管理口座・区分経理 

指定管理者としての業務に係る経費及び収入は、指定管理者本来の口座とは別の口

座で管理すること。また、指定管理者としての業務に係る経理とその他の業務（自主事

業等）に係る経理を区分して整理すること。 

（６）自主事業による収入 

ア 指定管理者、施設内において自主事業を行うことができ、それによる収入を得るこ

とができるものとする。 

イ 自主事業による収入は指定管理者の収入とする。 

ウ 指定管理者が、自主事業を実施する場合には、指定管理者が行うべき業務（以下「本

来業務」という。）の会計と別立てにし、自主事業の事業計画を策定して、事業開始 10 

日前までに書面にて村に届出をして実施すること。なお、自主事業を行う場合には、

本来業務に支障が出ないようにしなければならず、事業終了後は村に対して自主事業

の実績を報告しなければならない。 

（７）管理運営における課税 

指定管理者は、法人税や事業所税、印紙税など課税される場合があるため、管轄の

市区町村、税務署等の関係機関に確認を行うこと。なお、租税負担が生じた場合には、

指定管理者の負担とする。 
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７ 申請資格等 

（１）申請する法人等の資格 

申請しようとするものは、 次の要件をすべて満たす法人又はその他の団体であるこ

と。 

ア 法律行為を行う能力を有するもの。 

イ 破産者でないもの 

ウ 地方自治法施行令第 167条の 4の規定に該当しないこと。 

エ 地方自治法第 244 条の 2 第 11 項の規定による指定の取消を受けたことがないもの。 

オ 指定管理者の指定を管理の委託とみなした場合に、地方自治法第 92 条の 2、第 142

条（同条を準用する場合を含む。）又は第 180条の 5第 6項の規定に抵触することのな

いもの。 

カ 本村における指定管理者の指定の手続において、その公平な手続を妨げた者又は公

平な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したものでないこと。 

キ 国税及び地方税を滞納していないこと。 

ク 指定管理者になろうとする法人等（共同体の構成員を含む）及びその役員が、次のい

ずれにも該当しないこと。 

① 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号。

以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

② 暴力団員（法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

③ 役員等（法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者その他これらと 

同等の責任を有する者をいい、法人以外の団体である場合は代表者、理事その他これ

らと同等責任を有する者をいう。）が暴力団員である者、又は暴力団員がその経営又

は運営に実質的に関与している者 

④ 自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は 

第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者 

⑤ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又 

は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

⑥ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者 

⑦ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者 

 ケ 管理栄養士の資格を者、又は指定管理開始までに管理栄養士の資格を有する見込み

がある者が１名以上在籍するもの。 

 （２）指定の取消し 

指定申請時点で応募資格に該当した団体が、以後、非該当となった場合は、指定管

理者の指定を取り消すことがある。 

 

８ 指定管理の公募手続 

（１） 公募の日程 

内 容 期 日 

申請の受付期間 令和８年４月 ６日～令和８年４月２８日 
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募集要項等に関する質問の受付 令和８年４月 ６日～令和８年４月１５日 

募集要項等に関する質疑回答 令和８年４月１６日 

プレゼンテーション及び審査選定 令和８年５月上旬（予定） 

村議会による指定議決 令和８年６月上旬（予定） 

（２）募集要項等の配布場所 

ア 配布場所 

熊本県球磨郡水上村大字岩野 90番地 

水上村役場地方創生推進課 又は水上村ホームページからダウンロード 

（ホームページアドレス https://www.vill.mizukami.lg.jp/） 

（３）募集要項等に関する質問の受付 

ア 受付期間 

令和８年４月６日(月)～令和８年４月１５日(水) 午後５時まで 

イ 提出方法 

FAX又は E-mailで地方創生推進課に提出。 

※FAX 又は E-mail の未到着を防ぐため、事前・事後の送信・着信を連絡すること。 

（４）募集要項等に関する質問の回答 

ア 回答方法 

E-mailにより回答 

イ 回答日時 

令和８年４月１６日(木) 午後５時までに回答 

 

９ 申請の手続き 

（１）申請に必要な書類 

ア 別記第１号様式による申請書 

イ 申請資格を有していることを証する書類 

① 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本 

② 非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書 

③ 定款又は規約その他これらに相当する書類 

④ 別記第２号様式による申込資格に関する申立書 

⑤ 国税及び地方税の納税証明書（募集要綱の配布開始日以降に公布されたもの）又 

は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書（別記第２号様式） 

ウ スポーツサイエンス施設管理業務に関する事業計画書（別記第３号様式） 

エ スポーツサイエンス施設管理業務に関する事収支計画書（別記第４号様式） 

オ 当該団体の経営状況を説明する書類 

① 前事業年度の収支（損益）計算書又はこれらに相当する書類（既に財産的取引活 

動をしている団体のみ） 

② 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類（作成している

もののみ） 

③ 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書 

④ 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当す
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る書類 

カ その他村長が必要と認める書類 

（２）応募書類の提出部数 

各１０部（正本 1部及び副本 9部副本は複写可）とする。 

（３）応募書類の受付期間 

令和８年４月６日(月)から令和８年４月２８日(火)までの午前８時３０分から午後

５時まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。 

（４）提出方法 

申請書ほか必要書類を下記まで持参又は郵送（必着）により提出すること。 

熊本県水上村役場地方創生推進課 

〒868-0701 熊本県球磨郡水上村大字岩野 90番地  TEL0966-44-0312（直通） 

（５）申請にあたっての留意事項 

ア 申請書は、Ａ４紙ファイルに綴じて提出のこと。 

イ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長（提案書の一部はＡ３可）とし、両面使用

とすること。 

ウ 申請書の文章中の文字ポイントは 10ポイント以上とすること。 

エ 申請書を提出後に辞退する場合は、「辞退届」を提出すること。 

オ 提出書類の返却は行わない。 

カ 提出された書類は、必要に応じて複写する。（使用は、庁内及び指定管理者の選定に

限る。） 

キ 基準価格を超えた指定管理料の額に基づいた申請があった場合は失格とする。 

ク １応募者につき１申請とし、複数の申請をした場合は、失格とする。 

ケ 申請書提出期限までに所定の書類の提出がない場合申請はなかったものとして取り

扱うこととする。 

コ 申請者及び申請者の関係者が選定に対する不当な要求を行った場合又は、水上村指

定管理者選定委員会委員に個別に接触した事実が認められた場合には、失格となる場

合がある。 

サ 提出された書類の内容を変更することはできない。 

シ 申請書類に虚偽の記載があった場合、また不正があった場合は、当該申請は無効と

する。 

ス 提出された申請書類、選定過程、審査結果等については、水上村情報公開条例（平

成 16年条例第 16号）に基づく情報公開請求の対象とする。（非公開情報：個人に関す

る情報や申請者の正当な利益を害するおそれのある情報等を除く。） 

セ 申請に要する経費等は、すべて申請団体等の負担とする。 

 

１０ 指定管理候補者の選定 

（１）選定方法 

指定管理者の選定方法は水上村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条

例施行規則（平成 18年規則第 10号）による選定委員会による選定委員会（以下「選定

委員会」という。）において、各委員が次の選定基準に基づいて審査した評価点数の合
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計点数が最も高い者を指定管理者として選定する。なお、全ての法人等において選定委

員会委員全員の合計点数が最低制限基準（配点合計点の６割）に満たない場合、再度申

請を行うか、最も合計点数が高い法人等に事業計画書を再提出してもらい、再度選定委

員会の審査に付することができるものと 

（２）選定の基準選定の基準 

選定の基準は水上村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（以下「手

続条例」という。）第４条各号に定める次の選定基準によることとする。 

ア 公の施設について村民の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであ

ること。 

イ 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。 

ウ 公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものである

こと。 

エ 公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有してお

り、又は確保できる見込みがあること。 

オ その他村長等が別に定める事項 

カ 選定基準に基づき設定する審査項目及び配点は次のとおりとする。 

審査項目 配 点 

施設の基本的管理運営方針  ２０ 

施設の維持管理  

・施設の維持管理の考え方 

・外部委託の考え方 

・経費削減の方策  

３０ 

施設の利用促進 

・サービス向上策 

・広報宣伝について 

・自主事業について  

６０ 

管理運営体制 

・組織構成 

・人員確保に対する考え方  

２０ 

過去の実績 

・類似施設や関連業務の実績  
２０ 

スケジュール 

・年間事業スケジュール  
１０ 

収支計画 

・収支計画  
３０ 

提案価格 

・指定管理料  
１０ 
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合 計 ２００ 

（３）選定の対象外 

申請者が次に掲げる場合に該当したときは、その者を選定の対象から除外し、若し

くは選定の決定を取り消す。 

ア 申請資格を満たしていないことが判明した場合 

イ 申請者による業務遂行が困難であると判断される事実が判明した場合 

ウ 著しく社会的信用を損なう行為等により、申請者が指定管理者として業務を行うこ

とについてふさわしくないと村が認めた場合 

エ その他不正な行為があったと村が認めた場合 

（４）その他 

ア 提出書類は返却することができない。 

イ プレゼンテーションについては、１社のみの募集であっても実施する。 

ウ 選定委員会の選定結果についての異議申し立てはできない。 

エ 提出された書類は必要に応じて複写する。 

オ 提出された書類は水上村情報公開条例により公開の対象とする。 

 

１１ 指定管理者の指定及び協定の締結 

（１）指定管理者の指定 

指定管理者の指定は村議会に上程し議決を経たのち指定管理者として指定する。 

（２）協定の締結 

村と指定管理者は、業務内容に関する細目的事項、管理の基準に関する細目的事項

について協議のうえ、協定を締結する。 

（３）留意事項 

指定管理者として選定された者が、正当な理由なくして村が指定する期日までに協

定の締結に応じない場合は、指定管理者の指定の議決後においても、指定を取り消す

ことがある。 

 

１２ その他 

（１）指定管理者の履行責任に関する事項 

ア 指定管理者は、施設又は施設使用者に災害があった場合は、迅速かつ適切な対応を

行い、速やかに村に報告しなければならない。 

イ 指定管理者は、実態として事業継続が困難になった場合又はおそれが生じた場合

は、村に報告しなければならない。 

ウ 前記に規定するもののほか、指定管理者の責任履行に関する事項については、協定

で定めることとする。 

（２）業務の継続が困難となった場合の措置 

ア 指定管理者の責めに帰すべき事由による場合 

指定管理者の責めに帰すべき事由により、業務の継続が困難になった場合は、村は

指定を取り消す等の措置をとることとする。また、指定管理者は次期指定管理者が円
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滑かつ支障なく、本施設の管理運営業務を遂行できるよう、引継ぎを行うものとす

る。 

イ 当事者の責めに帰すことができない事由による場合 

天災、不可抗力その他の村又は指定管理者の責めに帰すことができない事由によ

り、業務の継続が困難になった場合、村と指定管理者は、業務継続の可否について協

議を行うものとする。協議の結果、当該指定管理者による管理運営業務が困難である

と村が判断した場合は、村は指定管理者の指定を取り消すことができるものとする。  

なお、指定管理者は、次期指定管理者が円滑かつ支障なく、本施設の管理運営業務

を遂行できるよう、引継ぎを行うものとする。 

 

１３ 問い合わせ先 

   〒868-0701 

熊本県球磨郡水上村大字岩野90番地 水上村役場地方創生推進課 

TEL 0966-44-0312  FAX 0966-44-0662 

e-mail chihososei@vill.mizukami.lg.jp 
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別記第１号様式 

  年  月  日 

 

 

水上村長 中嶽 弘継 様 

 

 

申請者 住  所 

団 体 名 

代表者名              ㊞ 

 

 

指  定  申  請  書 

 

次のとおり公の施設の指定管理者の指定を受けたいので申請します。 

 

１ 施  設  名  水上村スポーツサイエンス施設 

 

２ 施設の所在地  熊本県球磨郡水上村大字湯山４１２番地 

 

３ 提出書類（第９条参照） 

□申請資格を有していることを証する書類（別記第２号様式 等） 

□スポーツサイエンス施設管理業務に関する事業計画書（別記第３号様式） 

□スポーツサイエンス施設管理業務に関する事収支計画書（別記第４号様式） 

□当該団体の経営状況を説明する書類 

□その他村長が必要と認める書類 

※該当箇所にレ点を記入すること。 

 

４ 担当責任者 

 

５ 連絡先 

 

６ その他 
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別記第２号様式 

  年  月  日 

 

 

水上村長 中嶽 弘継  様 

 

 

申請者 住  所 

団 体 名 

代表者名              ㊞ 

 

 

申 込 資 格 に 関 す る 申 立 書                

 

水上村スポーツサイエンス施設指定管理者の募集に係る申請書類について、下記のとお

り申し立てます。 

 

□ 以下の事項のいずれにも該当しない。 

 

１ 地方自治法施行令第 167条の４第２項（同項を準用する場合を含む。）の規定によ

り本村における一般競争入札等の参加を制限されている者 

 

２ 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、地方自治法第 92 条の２、同法第 142

条（同条を準用する場合を含む。）又は第 180 条の５第６項の規定に抵触することと

なる者 

 

□ 国税及び地方税の納税義務がない。 

 

※該当箇所にレ点を記入すること。 
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別記第３号様式 

事 業 計 画 書 

 

 

施 設 名 水上村スポーツサイエンス施設 申出年月日 年  月  日 

団 体 名  

代 表 者 名  設立年月日 年   月   日 

団体所在地  

電 話 番 号  FAX 番 号  

 

＜事 業 計 画＞ 

１ 本施設の管理運営に応募した理由を記入 

 

 

 

 

２ 指定管理者として公共施設の管理運営を行うにあたって基本方針を記入 

 

 

 

 

３ 利用者ニーズの把握をどのように行い、どう反映させるか 

 

 

 

 

４ 利用者からの苦情・要望に対する基本的な対応姿勢はどう考えるか 

 

 

 

 

５ 定期的な自己評価の実施体制 
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６ 利用者に対するサービス向上及び使用促進を図るためにどのような方策が必要か。使

用者の増加を図るための具体的な計画を記入 

 

 

 

 

７ 自主事業を計画している場合の内容 

 

 

 

 

８ 利用者増加につながる広報等の実施方法 

 

 

 

 

９ 本施設を効率的に管理運営するにあたり、どのような体制を計画しているか。業務ご

とに直営管理か再委託かを含めて具体的な実施・確認方法を記入 

 

（１）管理・清掃業務 

 

 

 

 

（２）草刈、施設周辺管理 

 

 

 

 

（３）浴場の衛生管理 

 

 

 

 

（４）利用申請受付・許可、利用料金収納業務等（受付場所、料金収納方法含む） 
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１０ 前記９の管理運営体制について指揮命令系統がわかる組織（人員配置）図。また、

職員体制（ローテーション等）は、どのように考えているか。 

 

 

 

 

１１ 職員の労働条件について、就業規則等は整備しているか。また、職員研修等は行っ

ているか。研修等を実施している場合は具体的に内容を列記 

 

 

 

 

１２ 他の施設管理の業務実績 

施設の名称 所 在 地 主な業務内容 期 間 

    

    

    

    

    

 

１３ 類似した業務の実績 

（別紙での提出可、様式は自由でタイトルは「類似業務実績」） 

 

 

 

 

１４ 本施設の管理運営にあたっての防犯、防災対策について 

（１）マニュアル整備等について 

 

 

 

 

（２）その他 

 

 

 

 

１５ 本施設の維持管理にあたっての緊急時の体制、対策について 

（通常時の非常警報やイベント等開催時の事故、災害等の対応について） 
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（１）マニュアル整備等について 

 

 

 

 

（２）その他 

 

 

 

 

１６ 本施設の維持管理にあたっての個人情報保護の対策について 

（１）社内（団体内）における規律の整備や周知・教育について 

 

 

 

 

（２）その他 

 

 

 

 

１７ 環境、次世代育成など社会貢献活動を実施していれば内容を列記 

 

 

 

 

１８ 年間スケジュール 

 

 

 

 

１９ その他 特記すべき事項があれば記入 
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別記第４号様式 

 

令和８年度 収支計算書 

１ 収入                              

   （単価：円） 

収入科目 収入額 内 訳 備 考 

指定管理料 

 

利用料収入 

 

 

 

 

 

  

収入合計    

 

２ 支出 

                                （単価：円） 

支出科目 支出額 内 訳 備 考 

売上原価 

・その他 

 

   

施設維持管理費 

 

人件費 

 

建物関連費 

・水道光熱費 

 

施設維持管理費 

・衛生管理費 

・警備費 

 

その他経費 

・備品消耗品費 

・旅費交通費 

・通信費 

・広告宣伝費 

・修繕費 

・使用料 

・その他経費 

   

支出合計    
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別記第４号様式 

 

令和９年度 収支計算書 

１ 収入                              

   （単価：円） 

収入科目 収入額 内 訳 備 考 

指定管理料 

 

利用料収入 

 

 

 

 

 

  

収入合計    

 

２ 支出 

                                （単価：円） 

支出科目 支出額 内 訳 備 考 

売上原価 

・その他 

 

   

施設維持管理費 

 

人件費 

 

建物関連費 

・水道光熱費 

 

施設維持管理費 

・衛生管理費 

・警備費 

 

その他経費 

・備品消耗品費 

・旅費交通費 

・通信費 

・広告宣伝費 

・修繕費 

・使用料 

・その他経費 

   

支出合計    
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別記第４号様式 

 

令和１０年度 収支計算書 

１ 収入                              

   （単価：円） 

収入科目 収入額 内 訳 備 考 

指定管理料 

 

利用料収入 

 

 

 

 

 

  

収入合計    

 

２ 支出 

                                （単価：円） 

支出科目 支出額 内 訳 備 考 

売上原価 

・その他 

 

   

施設維持管理費 

 

人件費 

 

建物関連費 

・水道光熱費 

 

施設維持管理費 

・衛生管理費 

・警備費 

 

その他経費 

・備品消耗品費 

・旅費交通費 

・通信費 

・広告宣伝費 

・修繕費 

・使用料 

・その他経費 

   

支出合計    
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別記第４号様式 

 

令和１１年度 収支計算書 

１ 収入                              

   （単価：円） 

収入科目 収入額 内 訳 備 考 

指定管理料 

 

利用料収入 

 

 

 

 

 

  

収入合計    

 

２ 支出 

                                （単価：円） 

支出科目 支出額 内 訳 備 考 

売上原価 

・その他 

 

   

施設維持管理費 

 

人件費 

 

建物関連費 

・水道光熱費 

 

施設維持管理費 

・衛生管理費 

・警備費 

 

その他経費 

・備品消耗品費 

・旅費交通費 

・通信費 

・広告宣伝費 

・修繕費 

・使用料 

・その他経費 

   

支出合計    
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別記第４号様式 

 

令和１２年度 収支計算書 

１ 収入                              

   （単価：円） 

収入科目 収入額 内 訳 備 考 

指定管理料 

 

利用料収入 

 

 

 

 

 

  

収入合計    

 

２ 支出 

                                （単価：円） 

支出科目 支出額 内 訳 備 考 

売上原価 

・その他 

 

   

施設維持管理費 

 

人件費 

 

建物関連費 

・水道光熱費 

 

施設維持管理費 

・衛生管理費 

・警備費 

 

その他経費 

・備品消耗品費 

・旅費交通費 

・通信費 

・広告宣伝費 

・修繕費 

・使用料 

・その他経費 

   

支出合計    

 


